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農地整備事業「船越地区」と「下野目東部地区」の

権利者会議を開催しました！

権利者会議とは・・・
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令和８年２月５日に鎌田記念ホールにて、農地整備事業「船越地区」の
権利者会議を、 ２月２７日に大崎土地改良区にて、農地整備事業「下野
目東部地区」の権利者会議を開催しました。

農地整備により農地の区画が新しく変更されることに伴い、従来の土
地所有者が整備後どの土地に登記されるのかを定めた「換地計画」を
決定する会議のことです。この会議は、関係権利者の３分の２以上が
出席し、議長を除く出席者の３分の２以上が賛成することによって、議
決されます。

当日は、総権利者数２１１名のうち、１８５
名（うち実出席者１８名）が出席し、議長を
除く１８４名の賛成により換地計画案は可
決されました。下野目東部地区は、平成２
７年度に事業が始まり、１１年の時を経て、
事業完了を迎えようとしています。

当日は、総権利者数１４９名のうち、１２
４名（うち実出席者１８名）が出席し、議長
を除く１２３名の賛成により換地計画案は
可決されました。船越地区は、平成３０年
度に事業が始まり、８年の時を経て、事
業完了を迎えようとしています。

●船越地区

●下野目東部地区
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当部では、農業農村整備事業に対する認知度向上を図るため、公式
Instagramを開設しました。
職員の担当業務の解説や大崎地域の農業農村の魅力だけでなく、職
員が体験したグルメなど大崎地域の魅力も発信していきます。

北部地方振興事務所農業農村整備部
公式Instagramを開設しました！

以下のリンクからご利用ください。
気軽にフォロー＆いいねをお願いします！

部公式Instagram「ぼく、ノムラくん」
＜ https://www.instagram.com/mynameisnomurakun/ ＞

▲ノムラくん
ノムラくんとは、農業農村整備
の農（ノ）村（ムラ）からとった
部公式キャラクターです。
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